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かかりつけ医機能報告制度導入の背景
出典；かかりつけ医機能の確保に関するガイドライン（第１版） 2

高齢化の進展による疾病
構造の変化と担い手の減少

フリーアクセスの基本を守
りつつ、医療機関間で外来
医療を適切に役割分担

限りある医療資源を有効
に活用する必要性

大病院の外来→紹介患者
中心
一般的な外来受診→地域

の、かかりつけ医機能を有
する医療機関

必要な時に必要な医療へ
のアクセスを確保して「治し、
支える医療」を実現



出典；かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に関する分科会 報告書 3

地域の医療提供体制のイメージ
（大都市部、地方都市部、過疎地域等で異なる）



かかりつけ医機能が発揮される制度整備
出典；第１回かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に関する分科会 資料２ 4



報告を求める「かかりつけ医機能」
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１号機能（２号機能の前提要件）の定義
～１号機能報告事項における「具体的な機能」～

○継続的な医療を要する者 に対して

慢性的な疾患を要する高齢者、障害者、障害児、医療的ケア児、難病患者、
その他継続的（おおむね４月以上）な医療を要する者※

○発生頻度が高い疾患に係る診療を行うとともに

○日常的な診療において生活状況を把握し、

○適切な診療及び保健指導を行い、

○専門性を超えるため適切な診療及び保健指導を行うことができない場合は、
地域の医師、医療機関その他の関係者の協力を得て解決策を提示

する機能
参照 医療法施行規則別表８第１項

〇医療法上の「かかりつけ医機能」

・身近な地域における日常的な診療、
・疾病の予防のための措置
・その他の医療の提供 を行う機能

プライマリ・ケアの観点

地域包括ケアの観点

重症化予防の観点

地域での対応力

※ 医療法施行規則第30条の33の15第２項。（ ）内は同規則第１条の８の２第１項。



かかりつけ医機能報告の流れ
出典；第102回社会保障審議会医療部会 令和５年９月29日資料 6



制度施行後の当面のスケジュール
※ かかりつけ医機能報告制度に係る第２回自治体向け説明会 令和７年１月31日資料から引用
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（R7.6.27 第１版発出）

①R6.10.18 ②R7.1.31 ③R7.7.31

11月頃に
報告ﾏﾆｭｱﾙ
（予定）

●制度説明・周知;医師会・病院協会・市町等

●意見聴取・協議;県医師会、病院協会・市町等

●説明・協力要請（予定）;市郡地区医師会



（参考１）
医療機関向け
周知
リーフレット
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（表面）
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（裏面）



（参考２）
かかりつけ医
機能の
院内掲示例

１号機能要件の
一つとなっており、
G-MIS上で印刷
可能とする予定。
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（参考３）
患者への
説明様式例

ガイドライン第５章
『患者への説明』に
詳細を掲載。
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